
 

 指定介護老人福祉施設 プルミエールひたち野 

 重要事項説明書 

 

指定介護福祉施設サービスの提供に当たり、施設の概要や提供されるサービスの内容、利用

上の留意事項等の重要事項について次の通り説明します。 

ご利用は、原則として要介護認定の結果、「要介護３」「要介護４」「要介護５」の認定を受け

た方が対象となります。 

 

１ 事業の目的と運営方針 

  社会福祉法人 廣山会（以下｢事業者｣という。）が開設する指定介護老人福祉施設（特別養

護老人ホーム）プルミエールひたち野（以下「施設」という。）は、介護保険法令に従い、施

設の従業者等（以下「従業者」という。）が、要介護状態にある入所者（以下「入所者」とい

う。）に対し、施設サービス計画に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に

置いて、入所者の立場に立った適切な指定介護福祉施設サービスを行うことにより、入所者

がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すもの

とします。 

 

２ 事業者（法人）の概要 

事業者（法人）  社会福祉法人廣山会 

所在地  〒３１５－００５７ 茨城県かすみがうら市大字上土田３３０番地２ 

代表者  理事長  川井 義久 

設立年月日  平成７年７月７日 

電話番号  ０２９９－５９－５６１１ 

 

３ 施設の概要 

施設名  特別養護老人ホーム プルミエールひたち野 

指定番号  ０８７３９００１８７ 

所在地  〒３１５－００５７ 茨城県かすみがうら市大字上土田３３０番地２ 

施設長  塚本 勝 

開設年月日  平成１２年４月１日 

電話番号  ０２９９－５９－５６１１ 

ＦＡＸ番号  ０２９９－５９－５６１6 

メールアドレス  premiere@mbn.nifty.com 

 

４ 設備の概要 

定  員 １００名  

居 室 

４ 人 部 屋 ２７部屋 ３４.８０-４６.９４㎡ 静  養  室    １２.００㎡  

２ 人 部 屋 ４部屋 １９.８０-２５.０８㎡ 医  務  室    ２７.９３㎡  

１ 人 部 屋 ４部屋  １３.０５㎡ 食堂及び機能訓練室 ４０３.８㎡  

浴 室 一般浴室 ・ 機械浴  ７９.３５㎡ 脱衣室 ４３.８８㎡ 

上記は、厚生労働省が定める基準により、指定介護老人福祉施設に必置が義務づけられている

施設・設備です。 



〈居室の変更〉 

（１） 入所者から居室の変更希望の申し出があった場合は、居室の空き状況により施設でその

可否を決定します。また、入所者の心身の状況により居室を変更する場合があります。 

（２） 感染症等により、一時的に居室（個室等）を変更する場合があります。 

（３） 著しい精神状態等により、同室者の心身の状況に重大な影響を及ぼす恐れがあるとして、

居室の変更が必要な場合。 

 

５ 当施設の職員配置 

プルミエールひたち野では、入所者に対して指定介護老人福祉施設サービスを提供する職員と

して、以下の職種を配置しています。               

職  種 職務内容 員数 

施設長（管理者） 業務の一元的な管理 １名以上 

医 師 入所者の健康管理及び療養上の指導 １名以上 

生活相談員 入所者・家族への相談援助、地域との連絡調整 １名以上 

介護職員 介護業務 ３４名以上 

看護職員 健康管理・口腔衛生・保健衛生管理 ３名以上 

管理栄養士又は栄養士 食事の献立作成、栄養計算、栄養指導 ２名以上 

機能訓練指導員 機能訓練等の指示・助言 １名以上 

介護支援専門員 名施設サービス計画の作成・実施 １名以上 

事務職員 施設の庶務及び会計事務 - 

※１ 常勤換算：職員それぞれの週あたりの勤務延時間の総数を当施設における常勤職員の所定

勤務時間数で除した数 

※２ 指定基準：利用定員１００名（満床時）に対しての必要配置人数 

 

６ 主な業種（介護）の勤務体制 

職     種 勤   務   体   制 

管理者（施設長） ９：００～１８：００ 

生 活 相 談 員 ９：００～１８：００ 

介護支援専門員 ９：００～１８：００ 

介護職員 

早 番 ７：３０～１６：３０  準夜勤 １４：３０～２３：３０       

日 勤 ９：００～１８：００  深 夜 ２２：３０～７：３０ 

遅 番 １０：００～１９：００ 遅深夜 ２３：３０～８：３０ 

看護職員 早 番 ８：００～１７：００  日 勤 ９：００～１８：００ 

栄養士・調理員 

超早番 ６：３０～１５：３０ 日勤Ⅱ ９：００～１８：００ 

早 番 ７：００～１６：００ 遅 番 １０：００～１９：００ 

日 勤 ９：３０～１８：３０ 

医    師 毎 週 木曜日 １３：００～１５：００ 

機能訓練指導員 
毎 週 月・水・木・金曜日 １３：００～１５：３０ 

日 勤 ９：００～１８：００ 

歯 科 医 師 毎 週 火曜日 １０：００～１２：００ 

 

 

 



【契 約 書 別 紙】 

 

サ ー ビ ス 内 容 説 明 書 

 

１  介護保険給付対象となるサービス 

以下のサービスについて、居住費、食費を除き通常９割（～７割）が介護保険から給付されま

す。（各市町村が発行する介護保険負担割合証による負担割合を自己負担額とします）  

サービスの種別 内        容 

①食事の提供 管理栄養士等の立てる献立により、栄養並びに入所者の身体の状況及び嗜好

を考慮した食事を提供します。入所者の自立支援のため、離床し食堂にて食

事を召し上がっていただくことを原則としています。 

食事時間 朝食   ８：００～ ９：００ 

     昼食  １２：００～１３：００ 

     夕食  １７：００～１８：００ 

（時間・場所に関しては、状況に応じて変更する場合があります） 

②入浴介助 入浴又は清拭を行います。（週２回）入所者の状態に応じて、シャワー浴や

機械浴槽又はリフト浴槽等を使用し入浴を行います。 

③排泄介助 排泄の自立を促すため、入所者の身体能力を最大限活用した援助を行いま

す。 

④機能訓練 機能訓練指導員により、入所者の心身等の状況に応じて、日常生活を送る為

に必要な機能の回復又はその減衰を防止する為の訓練を実施します。 

⑤健康管理 年に１回、健康診断を行います。 

医師や看護職員等が、健康管理を行います。毎週１回、医師による回診及び、

訪問歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士による口腔衛生管理

指導と治療を行います。病気、怪我等が発生した場合は、協力病院との連携

により適切に対応します。 

⑥自立支援 入所者の心身の状態に応じて、できる限り自立した生活が送れるように支

援、介護します。日常生活の場面で、入所者の残存機能をできる限り活用し

た支援に努めます。 

⑦生活相談 入所者およびご家族からのご相談に応じます。 

 

〈基本施設サービス費（多床室）〉２０２４年４月～              <単位：円> 

  要介護度 単位数 
１日当たりの負担金 

1割 2割 3割 

要介護度１ ５８９単位/日 ５８９円 １，１７８円 １，７６７円 

要介護度２ ６５９単位/日 ６５９円 １，３１８円 １，９７７円 

要介護度３ ７３２単位/日 ７３２円 １，４６４円 ２，１９６円 

要介護度４ ８０２単位/日 ８０２円 １，６０４円 ２，４０６円 

要介護度５ ８７１単位/日 ８７１円 １，７４２円 ２，６１３円 

介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、負担額を変更します。

また、上記基本サービス費のほかに、下記加算が対象となる場合は自己負担額に追加されます。 

 

 



（各市町村が発行する介護保険負担割合証による負担割合を自己負担とする）   <単位：円> 

加算名 

（単位数） 
内        容 

利用料金 

（１０割） 

自己負担 

1割 2割 3割 

①外泊時費用加算 

（246単位/1か月6日限度） 

入所者が、病院又は診療所等に入院を要した場

合及び居宅における外泊を認めた場合 
2,460円 246円 492円 738円 

②療養食加算 

（6単位/回） 

医師により、疾患治療の直接手段として発行さ

れた食事箋に基づき、療養食を提供した場合 
60円 6円 12円 18円 

③看護体制加算Ⅰ 

（4単位/日） 
常勤の看護師を配置している場合 40円 4円 8円 12円 

④日常生活継続支援 

加算（36単位/日） 

認知症生活自立度Ⅲ以上の入所者が一定割合

以上入所して且つ介護福祉士の資格を有する

職員を一定の割合配置した場合 

360円 36円 72円 108円 

⑤栄養マネジメント強化 

加算（11単位/日） 

管理栄養士を配置し、栄養ケア計画を作成、実

施及び評価を行った場合 
110円 11円 22円 33円 

⑥夜間職員配置加算Ⅰ 

（13単位/日） 

夜勤を行う職員の配置基準を超えて職員を配

置している場合 
130円 13円 26円 39円 

⑦褥瘡マネジメント加算

Ⅰ（3単位/月） 

褥瘡の発生を予防する為、褥瘡発生と関連の強

い項目について、定期的な評価を実施し、計画

的に管理を実施した場合 

30円 3円 6円 9円 

⑧初期加算 

（30単位/日） 

入所に伴い様々な支援が必要なことから入所

後３０日間に限り、1日につき加算されます 
300円 30円 60円 90円 

⑨看取り介護加算 

（72単位/日） 

医師が終末期であると判断した入所者に対し

て、看取りに関する指針に基づき、看取り介護

を行った場合 死亡日以前３１日以上４５日

以下 

720円 72円 144円 216円 

（144単位/日） 死亡日以前４日以上３０日以下 1,440円 144円 288円 432円 

（680単位） 死亡日以前２日以上３日 6,800円 680円 1,360円 2,040円 

（1,280単位/日） 死亡日 1,280円 1,280円 2,560円 3,840円 

⑩若年性認知症入所者受入

加算（120単位/日） 

若年性認知症入所者に対して、当該入所者の特

性やニーズに応じたサービスを提供します 
1,200円 120円 240円 360円 

⑪安全対策体制加算 
（20単位/入所初日1回） 

安全対策担当者の配置及び、安全管理部門の設

置、組織的に安全対策を実施する体制を整備し

た場合 

200円 20円 40円 60円 

⑫在宅・入所相互利用 

体制（40単位/日） 

入所期間終了に当たって、在宅での生活継続の

支援に取り組んだ場合 400円 40円 80円 120円 

⑬科学的介護推進 

体制加算 

Ⅰ（40単位/月） 

厚生労働省が指定するデータベースに情報提

供とフィードバックの活用により、PDCAサイク

ルの推進とケアの質の向上を図る取り組みを

評価する取り組みを行った場合 

400円 40円 80円 120円 

⑭介護職員等処遇改善加算

Ⅰ 

 

入所者に直接介護サービスを提供する職員（介

護職員）の安定的な処遇改善を図るための環境

整備と賃金改善を目的とされた加算 
（利用総単位数の14.0%） 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ 介護保険給付外のサービス 

サービスの種別 内    容 自己負担 

居住費 

（光熱水費） 

第１段階 生活保護受給者等 ０円   

第２段階 世帯全員が市町村民税非課税 

かつ本人年金収入等８０万円以下 

４３０円/日 

第３段階 世帯全員が市町村民税非課税かつ本人年金 

収入等８０万円超、１２０万円以下 

本人年金収入等１２０万円超 

 

４３０円/日 

第４段階 世帯に課税者がおり、本人が市町村民税課税 

第１～３段階に該当しない方 

９１５円/日 

食費 

（食材料費及び調

理に係る費用） 

 

朝食４００円 

昼食６５０円 

夕食６００円 

第１段階 生活保護受給者等 ３００円/日   

第２段階 世帯全員が市町村民税非課税かつ 

本人年金収入等８０万円以下 

３９０円/日 

 

第３段階 世帯全員が市町村民税非課税かつ本人年金 

収入等８０万円超、１２０万円以下 

本人年金収入等１２０万円超 

 

①６５０円/日  

②１，３６０円/日 

第４段階 世帯に課税者がおり、本人が市町村民税課税 

     第１～３段階に該当しない方 

１，６５０円/日 

 

特別な食事 入所者の希望による特別な食事の提供に要する費用 実費相当額 

行事参加費 行事等の参加に係る費用を頂きます。 

（各行事毎に案内分を配布、参加希望者対象） 
実費相当額 

理美容サービス費 利用希望者に対して、理美容サービスを実施します。 実費相当額 

電気器具使用料 個人の希望により使用する電気器具の使用料 ５００円 １品 

<居住費(滞在費)・食費の負担軽減(負担限度額認定)> 

世帯全員が市町村民税非課税の方（市町村民税世帯非課税者）や生活保護を受けられておら

れる方の場合は、市町村へ申請をすることにより、「介護保険負担限度額認定証」が交付され、

居住費(滞在費)・食費の負担が軽減される場合があります。なお、居住費と食事に係る費用に

ついて、負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載している負担限度額とします。 

 

３ 利用料金のお支払い方法                     

   前記１、２の料金・費用は、１か月毎に計算しご請求いたしますので、翌月の指定日までに

下記の方法でお支払い下さい。 

（１か月に満たない期間のサービスに関する料金は、利用日数に基づき計算した金額とします。） 

１．金融機関口座からの自動引き落としによるお支払い。２．指定金融機関へのお振込み。 

金融機関口座からのお支払い・利用できる金融機関：   筑波銀行千代田支店 

 

４  診療・治療・入院について 

    医療を必要とする場合は、入所者の希望により、下記医療機関において診療や入院治療を受

けることができます。（但し、下記医療機関での優先的な診療・入院等を保証するものではあ

りません。） 

 

 

 



① 協力医療機関 

医療機関の名称 医療法人 社団青州会 神立病院 

所在地 土浦市神立中央５－１１－２ 

診療科 内科・整形外科・外科・胃腸科・肛門科・脳外科・神経内科 

 

② 協力歯科医療機関 

医療機関の名称 宇野歯科医院 

所在地 かすみがうら市下稲吉７７８－１ 

 

５ 施設を退所いただく場合 

下記の理由等に該当した場合、契約は終了し入所者に退所していただくことになります。 

①介護保険給付サービスを受けていた入所者の要介護認定が、自立又は要支援と認定された場合 

②施設が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由により施設を閉鎖した場合 

③施設の滅失や重大な毀損により、入所者に対するサービスの提供が不可能になった場合 

④施設が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

⑤入所者から退所の申し出があった場合 

⑥施設から退所の申し出を行った場合 

⑦入所者が死亡した場合 

 

（１）入所者からの退所の申し出（以下の場合には、即時に契約を終了することができます） 

①サービス従事者が正当な理由なく本契約に定める介護老人福祉施設サービスを実施しない場合 

②サービス従事者が守秘義務に違反した場合 

③サービス従事者の過失等により、入所者の身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、こ

の契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合 

④他の入所者から身体・財物・信用等を傷つけられた場合、若しくは傷つける恐れがある場合におい

て、施設が適切な対応をとらない場合 

 

（２）施設からの申し出により退所していただく場合（以下の事項に該当する場合には、退所い

ただく場合があります） 

①入所者又は代理人が、契約締結に際し、その心身の状況及び病歴等の重要事項について、これを告

げず、又は不実の告知を行い、その結果契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 

②入所者のサービス利用料金の支払いが２か月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわら

ず、１か月以内にこれが支払われない場合 

③入所者が、重大な過失により、施設又はサービス従事者若しくは、他の入所者等の生命・身体・

財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うこと等により、この契約を継続しがたい重大な

事情を生じさせた場合。 

④入所者が、病院又は診療所に３か月以上の入院が見込まれる場合 

⑤入所者が他の介護保険施設等に入所した場合 

６ 身元保証人について 

プルミエールひたち野では、契約締結にあたり、身元保証人（代理人）を立てて頂く必要が

あります。身元保証人（代理人）は、重要事項説明書及び契約書における家族又は、縁故者若

しくは成年後見人等とします。但し、入所者本人が契約する場合または、代理人を立てること

が出来ない場合は例外とします。 

 



７ 施設利用の留意事項 

入所者の共同生活の場として快適性、安全性を確保するため、下記の事項をお守り下さい。 

（１） 面会時間は、１０時から１７時の間でお願いします。入所者の生活時間の都合上、お待

ち頂く場合もございます。（急用等の場合は、ご相談下さい）尚、お菓子、現金等を入所

者にお渡しする際は、必ず職員にお知らせ下さい。 

（２） 外出・外泊を希望される場合、事前にお申し出下さい。 

（３） 施設設備の使用上の注意として、居室及び共用設備等は、その本来の用途に従ってご利

用して下さい。施設の設備等を壊したり、汚したりした場合、入所者又は代理人の自己負

担により原状に復していただくか、相当の対価をお支払いいただく場合もあります。 

（４） 施設職員や他の入所者に対し、ハラスメント又は、その他迷惑行為、宗教活動、政治活

動、営利活動等は禁止しております。 

（５）施設内の喫煙スペース以外での喫煙はできません。 

（６） 入所者の金銭及び貴重品（アクセサリー等）の管理について、当施設では紛失等のトラ

ブル回避のため、貴重品の持ち込みは原則としてご遠慮頂いております。自己管理・自己

責任においての持ち込みについては特に制限しておりませんが、盗難・紛失等の事故につ

いての責任は一切負わないものとさせて頂きます。 

 

８  緊急時の対応 

サービス提供時に入所者の病状の急変が生じた場合、その他必要な場合には、速やかに主

治医又は協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じます。 

 

９ 非常災害対策 

施設は、非常災害その他緊急の事態に備え、必要な設備を備えるとともに、常に関係機関

と連絡を密にし、とるべき措置についてあらかじめ消防計画を作成し、消防計画に基づき、

従業者等の訓練を行います。 

 

１０ 事故発生時の対応 

サービス提供により事故が発生した場合には、代理人、市町村、関係医療機関等への連絡

を行うなど必要な措置を講じ、事故の状況や事故に際してとった処置について記録し、賠償

すべき事故の場合には、損害賠償を速やかに行います。 

 

１１ 身体拘束の禁止 

原則として、入所者の自由を制限するような身体拘束を行わないことを約束します。ただ

し、緊急やむを得ない理由により拘束をせざるを得ない場合には、事前に入所者及び代理人

へ十分な説明をし、同意を得るとともに、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況

並びに緊急やむを得ない理由について記録します。 

 

１２ 高齢者虐待の防止、尊厳の保持 

入所者の人権の擁護、虐待の防止のために、研修等を通して従業員の人権意識や知識の向

上に努め、入所者の権利擁護に取り組める環境の整備に努めます。 

入所者の人権及びプライバシーの保護、ハラスメントの防止等のため業務マニュアルを作

成し、従業者教育を行います。 

 

１３ 守秘義務に関する対策 

施設及び従業者は、業務上知り得た入所者及び代理人の秘密を保守します。また、退職後

においてもこれらの秘密を保守するべき旨を、従業者との雇用契約の内容としています。 



 

１４ 提供するサービスの第三者評価の実施状況 

実施しておりません。 

 

１５ 相談、要望、苦情窓口 

当施設のサービスに関する相談、要望、苦情等は、下記窓口までお申し出下さい。 

当施設ご利用 

相談窓口 

窓口担当者 根本 勝      解決責任者 塚本 勝 

ご利用時間 ９：００～１７：００ 

ご利用方法 

電 話：０２９９－５９－５６１１ ＦＡＸ：０２９９－５９－５６１６ 

E-mail：premiere@mbn.nifty.com 手 紙：かすみがうら市上土田３３０－２ 

介護保険に関する相談・苦情申し立て先 各市町村等介護保険相談窓口（電話番号） 

サービスご利

用相談窓口 

かすみがうら市役所 ０２９９－５９－２１１１ 

茨城県国民健康保険団体連合会  ０２９－３０１－１５６５ 

※相談窓口時間  ９：００～１７：００ 

 


